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不良在庫 

寄附するか安く売るか 
不良在庫はどうする 

不良在庫とは、仕入れたり製造したりしたが売れずに在庫として長年にわたり滞留している商品や製品で

す。 

通常は廃棄処分して除却損として経費に落とします。 

 しかし、不良在庫とは言え賞味期限切れや、品質は若干落ちるものの捨てるにはもったいないものありま

す。「もったいない」ということで寄附をした場合はどうなるでしょうか？ 

寄附をした場合は寄附金です 

 金銭でなくとも寄附をした場合は寄附金になります。100 万円分の在庫を寄付した場合、経理処理では以下

となります。 

（寄附金）100 万円／（商品）100 万円 

この寄附金には税務上寄附金限度額というのがあり、限度額を超えた寄付金は税務上損金としては認められ

ません。 

限度額の計算は、以下となります。 

｛所得金額×2.5％＋期末の資本金等の額×（当期の月数／12）×0.25％｝÷4 

所得金額・期末の資本金等の額というのは、税務申告書上の金額ですが、目安として概算を計算するには所

得金額は当期の税引前利益の金額、資本金等の額は資本金と資本剰余金の合計額で良いかと思います。 

資本金 1,000 万円、税引前利益 1,000 万円の場合で計算すると限度額は以下となります。 

（1,000 万×2.5％＋1,000 万×0.25％）÷4＝68,750 円となり、ほとんどが損金とはなりません。 

寄附とは無償の行為 

無償であげてしまうと寄附になりますが、1 円でも価格を付けて売れば売却損は全額が損金として認められ

ます。 

（現金預金）1円 （商品）100万円 

（売却損）99万 9999円 

注）実務上の経理処理は違いますのでご留意ください。 

注）同族間や節税目的だと寄附金と認定される場合もありますので、税理士の先生とよくご相談ください。 
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